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黒
田
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臣
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千　
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は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
福
岡
藩
家
臣
団
研
究
の
一
環
と
し
て
、
福
岡
藩
の
創
設
に

貢
献
し
、
初
代
福
岡
藩
主
黒
田
長
政
の
三
老
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
栗
山

備
後
利
安
（
隠
居
後
、
卜
庵
）
が
記
し
た
と
さ
れ
る
「
覚
書
」
に
つ
い
て

の
書
誌
的
考
察
を
加
え
た
う
え
で
、
現
段
階
で
の
善
本
と
考
え
ら
れ
る
写

本
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）「
栗
山
卜
庵
覚
書
」

　

福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
福
岡
県
史
編
さ
ん
資
料
四
〇
七
。
半
紙
判
。
墨

付
十
七
丁
。
長
野
誠
編
「
福
岡
藩
仰
古
秘
笈
」
八
所
収
。
内
表
紙
は
、
打

付
書
で
「
栗
山
卜
庵
覚
書
／
荒
巻
玄
鉄
覚
書
／
如
水
九
州
陣
記
」（
／
は
改

行
、
以
下
同
じ
）、
表
紙
右
肩
に
は
「
本
藩
仰
古
秘
笈
」
と
墨
書
が
あ
る
。

一
丁
目
右
肩
に
長
野
誠
の
蔵
書
印
。
長
野
誠
は
元
福
岡
藩
士
。「
福
岡
藩
仰

古
秘
笈
」
は
、
長
野
誠
が
福
岡
藩
関
連
の
史
料
を
収
集
し
、
書
写
し
た
も
の
。

本
書
の
末
尾
に
は
、「
栗
山
備
後
利
安
入
道
卜
安
判
／
八
月
十
四
日
／

此
写
本
在
紀
州
和
歌
山
／
右
栗
山
覚
書
以
荻
原
武
雅
蔵
本
写
之
」
と
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
紀
伊
国
和
歌
山
に
伝
来
の
写
本
を
書
写
し
た
「
荻
原
武

雅
蔵
本
」
を
も
っ
て
、
長
野
が
書
写
し
た
も
の
と
わ
か
る
。
荻
原
武
雅
に

つ
い
て
は
不
詳
。
日
付
の
八
月
十
四
日
は
利
安
の
忌
日
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
後
述
す
る
理
由
か
ら
こ
の
日
に
覚
書
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
記

す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

記
述
の
特
徴
と
し
て
は
、
善
助
が
自
身
の
こ
と
を
「
拙
者
」
と
称
し
、

自
ら
語
る
体
裁
を
と
る
。
敬
称
の
特
徴
と
し
て
、「
如
水
様
」「
長
政
様
」

「
信
長
様
」「
太
閤
様
」「
家
康
様
」「
秀
頼
様
」
な
ど
と
「
様
」
付
の
敬
称

を
も
ち
い
て
い
る
。
管
見
の
限
り
だ
が
、
も
っ
と
も
原
本
に
近
い
と
思
わ

れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
本
書
を
底
本
と
し
て
翻
刻
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し

た
。
以
下
、
本
書
を
「
覚
書
」
と
略
称
す
る
。

（
２
）「
利
安
記
」（
仮
題
）

　

九
州
大
学
所
蔵
。
請
求
番
号
「
国
史
２
Ｃ
四
六
三
」。
美
濃
判
。
墨
付

十
一
丁
。
表
紙
外
題
に
「
栗
山
自
記　

全
」
と
打
付
書
。
右
肩
に
「
栗
山

自
記　

三
四
同
ジ
／
④
」
の
貼
紙
。
見
返
し
に
「
九
州
大
学
図
書
」
の
角

印
、「
九
州
大
学
／
昭
和
28
．
12
．
15
／
２
１
２
３
８
８
／
図
書
館
」
の
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楕
円
印
。
前
半
は
「
覚
書
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
。
本
文
に
は
、
書
写
者
に
よ

る
と
み
ら
れ
る
傍
注
の
加
筆
が
あ
る
。
後
半
は
、
利
安
の
嫡
子
で
、
利
安

の
隠
居
後
に
家
督
を
継
い
で
二
万
石
・
家
老
と
な
っ
た
が
、
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
に
「
黒
田
騒
動
」
を
起
こ
し
、
翌
年
、
南
部
盛
岡
に
配
流

と
な
っ
た
栗
山
大
膳
利
章
の
記
録
が
同
筆
で
書
写
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に

内
題
は
な
い
の
で
、「
覚
書
」
に
相
当
す
る
部
分
を
仮
に
「
利
安
記
」
と

し
て
題
を
立
て
て
お
く
。「
利
安
記
」
の
奥
書
は
「
覚
書
」
よ
り
詳
細
な

記
載
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

栗
山
備
後
利
安
入
道
卜
安
判

　
　
　

寛
永
八
年
八
月
十
四
日
ニ
八
十
一
歳
ニ
而
死
去

　
　
　

墓
所
上
座
郡
志
波
村
円
清
寺
ニ
ア
リ
禅
宗
宗
洞
ナ
リ

　
　
　

法
名　

号
卜
安
紹
占
居
士

　
　

此
写
本
在
紀
州
和
歌
山

　

こ
の
「
利
安
記
」
も
紀
伊
国
和
歌
山
伝
来
の
写
本
を
書
写
し
た
も
の
だ

と
わ
か
る
が
、
二
行
目
「
寛
永
八
年
八
月
十
四
日
」
か
ら
、
四
行
目
の
法

名
ま
で
は
後
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
（
１
）「
覚
書
」
の
奥
書

に
あ
る
「
八
月
十
四
日
」
の
日
付
は
、
こ
の
後
筆
の
内
容
を
略
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
続
く
大
膳
に
関
す
る
記
録
の
写
奥
書
は
、「
元
文
二
己
九
月
廿

日
書
写
」
と
あ
り
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
ま
で
に
写
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

（
３
）「
栗
山
卜
庵
記
」　

　

福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
福
岡
県
史
編
さ
ん
資
料
四
一
九
。
長
野
誠
編
纂

「
福
岡
藩
仰
古
秘
笈
」
二
十
所
収
。
内
表
紙
の
表
に
は
「
栗
山
卜
菴
記
」、

内
題
に
も
「
栗
山
卜
菴
記
」
と
あ
る
（
以
下
、「
卜
菴
記
」
と
略
称
）。
半

紙
判
。
墨
付
十
八
丁
。「
覚
書
」
よ
り
墨
付
は
一
丁
多
い
が
、
比
較
的
大

き
な
字
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
内
容
は
「
覚
書
」
の
方
が
詳
細
で
あ
る
。

文
章
が
省
略
さ
れ
た
箇
所
が
多
い
が
、「
覚
書
」
に
な
い
記
述
も
あ
る
た

め
、
長
野
は
別
系
統
の
写
本
と
し
て
こ
の
「
卜
菴
記
」
を
「
福
岡
藩
仰
古

秘
笈
」
に
収
め
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
翻
刻
に
際
し
て
、「
覚
書
」
に
な

い
特
徴
的
な
記
述
に
関
し
て
は
、
註
記
に
お
い
て
補
記
し
た
。

形
式
は
、「
栗
山
備
後
守
利
安
、
其
頃
善
助
と
申
也
」
と
い
う
始
ま
り

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
他
者
が
利
安
の
事
跡
を
語
る
よ
う
に
文
体
が
変
化

し
て
い
る
。
特
徴
的
な
点
と
し
て
、「
信
長
公
」「
官
兵
衛
殿
」「
美
濃
守
殿
」

「
太
閤
」「
家
康
公
」「
秀
頼
公
」
の
よ
う
な
敬
称
を
用
い
て
い
る
。

ま
た
、
書
写
奥
書
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

栗
山
備
後
入
道
卜
菴
八
十
一
歳
、
寛
永
八
年
辛
未
八
月
十
四
日
病
死

す
、
墓
所
上
座
郡
志
波
村
円
清
寺
に
有
、
禅
宗
宗
洞
也
、
知
行
所
た

る
に
よ
り
て
田
畠
自
分
に
付
置
、
今
に
寺
有
之
候
、

　
　
　
　
　

天
保
十
二
年
辛
丑
三
月
十
三
日
写
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
井
知
周

　

利
安
が
寛
永
八
年
八
月
十
四
日
に
病
死
し
（
享
年
八
十
一
）、
墓
所
は
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利
安
が
主
君
黒
田
孝
高
（
如
水
）
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
栗
山
家
の
知

行
地
の
あ
る
上
座
郡
志
波
村
（
朝
倉
市
杷
木
志
波
）
に
曹
洞
宗
の
円
清
寺

を
創
設
し
、
寺
領
と
し
て
田
畠
を
寄
付
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

書
写
年
月
日
は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
三
月
十
三
日
と
わ
か
る
が
、

書
写
者
の
高
井
知
周
に
つ
い
て
も
不
詳
。「
覚
書
」
と
は
書
写
奥
書
に
共
通

性
が
な
い
た
め
、
別
系
統
の
本
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
４
）「
栗
山
卜
菴
記
」

　

筑
豊
炭
鉱
で
財
を
な
し
た
伊
藤
伝
右
衛
門
が
、
元
秋
月
藩
士
で
国
学
者

の
江
藤
正
澄
に
編
纂
さ
せ
た
「
筑
前
叢
書
」
一
二
一
に
所
収
さ
れ
た
書
写

本
。
表
表
紙
の
外
題
題
箋
に
「
栗
山
卜
菴
記　

全
」
と
あ
る
。
内
表
紙
に

は
「
栗
山
卜
菴
記　

全
」
と
打
付
書
。
半
紙
判
、
墨
付
二
十
三
丁
。「
卜

菴
記
」
の
系
列
に
位
置
す
る
。
以
下
、「
江
藤
本
」
と
略
称
す
る
。

な
お
、
表
紙
見
返
し
に
栗
山
略
系
図
を
載
せ
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
掲

示
し
て
お
く
。

別
所
加
賀
守
村
治
幕
下
栗
山
越
後
カ
一
族
也

　
　

栗
山
浄
園
入
道　

俗
、
善
右
衛
門

ト
云
ト
ア
リ

 

同
惣
介　

与
三
二
郎
ト
モ
ア
リ

又
与
三
介
ト
ア
リ

　
　
　

播
州
餝
西
郡
栗
山
邑
人　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

十
八
歳
ノ
時
武
名
有
り
、
同
国
加
東　

同
善
助
利
安

　
　
　

郡
小
田
邑
東
條
城
主
依
藤
太
郎
左
衛
門
カ　

天
文
廿
辛
亥
年

　
　
　

被
官
也 

播
州
餝
磨
東
郡

　
　

利
安　

永
禄
八
乙
丑
年
夏
十
五
歳 

国
衙
庄
栗
山
邑
ニ
餝
西
郡

ニ
モ
栗
山

　
　

孝
隆
公
ニ
奉
仕 

生
、
四
郎
右
衛
門
ト
改
後
村
ト
テ
今

モ
ア
リ

 

備
後
ト
号
、
剃
髪
シ
テ

 

一
葉
斎
卜
菴
ト
称

 

豊
前
国
下
毛
郡

 

平
田
村
城
ニ
居　

今
西

浄
寺

 

ノ
西
南
ニ
ア
ル
古
城
跡
也

　

ま
た
、
奥
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
栗
山
備
後
守
入
道
卜
庵
八
拾
壱
歳
、
寛
永
八
年
辛
未
八
月
十
四

日
病
死
す
、
墓
処
上
座
郡
志
わ
村
円
清
寺
ニ
有
り
、
禅
宗
曹
洞

也
、
知
行
所
た
る
に
よ
り
て
也
、
田
畠
自
分
に
か
い
付
置
、
今

に
寺
有
之
候
、

　

本
書
に
は
複
数
の
写
本
と
校
合
し
た
形
跡
が
あ
り
、
頭
注
に
よ
れ
ば

「
寛
文
年
中
ノ
奥
書
」
を
も
つ
「
卜
菴
記
」
が
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
内
容
の
特
徴
的
な
点
と
し
て
、「
官
兵
衛
殿
」「
美
濃
守
殿
」「
信

長
」「
長
政
」「
太
閤
」「
家
康
公
」「
秀
頼
公
」
な
ど
と
、
敬
称
が
省
略
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

右
の
写
本
以
外
に
も
、『
国
書
総
目
録
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
れ
ば
、「
栗

山
利
安
覚
書
」
の
表
題
を
も
つ
写
本
が
、
国
立
国
会
図
書
館
鶯
宿
雑
記
の
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内
に
伝
来
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
本
の
所
在
に
関
し
て
は
、
栗
山
大
膳
利

安
が
配
流
さ
れ
た
南
部
盛
岡
（
現
在
の
岩
手
県
盛
岡
市
）、「
覚
書
」
系
統

の
写
本
に
関
し
て
は
伝
来
地
で
あ
る
紀
伊
国
（
現
在
の
和
歌
山
県
）、
あ

る
い
は
福
岡
県
内
な
ど
に
お
い
て
、
同
様
の
写
本
が
存
在
す
る
可
能
性
が

あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
追
跡
調
査
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
福
田
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅲ
の
研
究
成
果
で
あ

る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
参
加
者
は
次
の
通
り
（
五
十
音
順
）。

　

川
上
隆
也　

倉
益
和
毅　

西　

舞
子　

松
下
龍
太
朗　

光
武
瑞
穂　

　
　
　
　
　
　
　

【
参
考
文
献
】

阿
部
猛
・
西
村
圭
子
編
『
戦
国
人
名
辞
典
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年

安
藤
英
男
編
『
黒
田
官
兵
衛
の
す
べ
て
』
中
経
出
版
、
二
〇
一
三
年

桑
田
忠
親
編
『
豊
臣
秀
吉
の
す
べ
て
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
一
年

諏
訪
勝
則
『
黒
田
官
兵
衛　

「
天
下
を
狙
っ
た
軍
師
」
の
実
像
』
中
公
新

書
二
二
四
一
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
三
年

谷
口
克
広
『
織
田
信
長
家
臣
人
名
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年

中
野
等
『
文
禄
・
慶
長
の
役
』
戦
争
の
日
本
史
16
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
八
年

福
岡
市
博
物
館
編
『
黒
田
長
政
生
誕
四
四
〇
年
記
念
展　

黒
田
長
政
と

二
十
四
騎　

黒
田
武
士
の
世
界
』、
二
〇
〇
八
年

福
岡
地
方
史
研
究
会
編
『
福
岡
藩
分
限
帳
集
成
』
海
鳥
社
、
一
九
九
九
年

福
岡
地
方
史
談
話
会
編
『
黒
田
三
藩
分
限
帳
』、
一
九
七
八
年

福
田
千
鶴
「
福
岡
藩
の
成
立
と
宗
像
」『
宗
像
市
史
』
通
史
編
第
二
巻　

古
代
・
中
世
・
近
世
、
一
九
九
九
年

藤
井
讓
治
編
『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所
集
成
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一

年

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
角
川
書
店

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館

【
凡
例
】

一
、
本
史
料
は
、
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
。
請
求
番
号
は
、
福
岡
県
史
編

さ
ん
資
料
四
〇
七
、「
福
岡
藩
仰
古
秘
笈
」
八
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

一
、
史
料
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
使
用
し
、
常

用
漢
字
に
な
い
漢
字
は
正
字
を
使
用
し
た
。

一
、
利
用
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
、
適
宜
、
改
行
を
加
え
、
読
点
（
、
）、

並
列
点
（
・
）、
濁
点
・
読
み
仮
名
・
送
り
仮
名
を
つ
け
た
。

一
、
変
体
仮
名
や
合
字
は
、
原
則
と
し
て
平
仮
名
に
改
め
た
。

一
、
畳
字
（
く
り
か
え
し
記
号
）
は
使
用
せ
ず
、
現
代
文
の
用
例
に
従
っ
た
。

一
、
地
名
・
人
名
・
語
句
に
関
し
て
は
、
判
明
す
る
範
囲
で
註
を
末
尾
に

付
け
た
。
和
暦
は
傍
註
で
西
暦
を
示
し
た
。

一
、
史
料
の
欠
損
・
難
読
に
つ
い
て
は
、
字
数
が
判
読
で
き
る
も
の
は
□

で
字
数
を
示
し
た
。
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一
、
史
料
原
文
に
は
な
い
が
、
会
話
に
は
「　

」
を
補
っ
て
読
み
や
す
さ

の
便
宜
を
は
か
っ
た
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
注
意
さ
れ
た
い
。

一
、
異
本
と
の
校
合
に
つ
い
て
は
、
内
容
上
、
補
う
必
要
が
あ
る
と
判
断

し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
巻
末
註
に
お
い
て
補
足
し
た
が
、
文
脈
に
影

響
し
な
い
と
思
わ
れ
る
字
句
の
異
同
に
つ
い
て
は
補
記
し
な
か
っ
た
。

一
、
史
料
に
は
、
現
代
社
会
か
ら
み
て
不
適
切
な
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る

が
、
史
料
上
の
表
記
と
し
て
そ
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
る
。
史
料
利
用
に

あ
た
っ
て
は
、
そ
の
点
に
十
分
に
配
慮
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

栗
山
卜
庵
覚
書

永
（

一

五

六

六

）

禄
九
年
二
月
赤
松
下
野
守

（
１
）

・
別
所
加
賀
守

（
２
）

心
を
合
候
て
、
小
寺

（
３
）

を
討

ん
と
評
諚
有
之
処
に
、
約
束
の
日
限
違
候
て
、
加
賀
守
其
日
出
合
不
申
、

赤
松
は
青
山

（
４
）

に
被
出
候
を
、
小
寺
幸
に
い
た
し
、
合
戦
を
初
め
候
、

其
刻
拙
者
は
善
助

（
５
）

と
申
、
十
七
歳

（
６
）

に
罷
成
候
、
初
陣
に
て
候
、
柴
原
弥

十
郎
と
申
者
と
互
に
刀
に
て
切
合
、
右
の
弥
十
郎
を
切
取
申
候
、

同
日
桑
原
勘
解
由
左
衛
門
と
申
敵
に
渡
り
合
、
此
方
は
刀
、
む
か
ふ
は

朱
柄
の
大
身
の
鎗
に
て
仕
合
候
、
左
の
股
を
一
鎗
被
突
候
得
共
、
即
時
に

切
倒
し
候
て
勘
解
由
左
衛
門
が
頭
を
取
申
候
事
、

一
、
同
年

（
７
）

、
播
磨
阿
賀

（
８
）

に
て
隠
れ
無
之
、
棒
の
弥
三
郎

（
９
）

と
申
く
さ
り
鎌
つ

か
ひ
て
、
少
時
戦
討
取
、
頭
同
然
に
鎌
を
取
、
腰
に
指
候
処
に
、
衣
笠

因
幡

）
10
（

、
其
時
は
久
右
衛
門
と
て
只
壱
人
参
候
て
、「
敵
大
勢
に
て
付
出

候
間
、
急
ぎ
退
き
候
様
に
」
と
申
候
、
引
取
候
事
難
儀
に
候
所
に
、
我
々

の
馬
を
因
幡
捕
へ
居
候
て
乗
せ
申
候
、
右
の
次
第
今
に
因
幡
能
被
存
候

事
、

一
、
如
水

）
11
（

様
を
官
兵
衛
様
と
申
候
時
、
御
内
え
大
町
何
助
と
申
候
者
、
無

隠
あ（

荒

）ら
者
に
て
、
御
成
敗
被
成
候
迚と

て

、
拙
者
十
八
の
時
被
仰
付
候
、
何

助
宿
え
参
候
え
ば
出
合
候
間
、「
受
取
物
候
の
間
、
相
渡
候
様
に
」
と

申
候
へ
ば
、「
右
の
道
具
余
処
へ
預
置
候
間
同
道
仕
候
て
、
先
に
て
渡

候
は
ん
」
よ
し
に
て
、
打
連
参
候
道
に
て
、
弐
尺
八
寸

）
12
（

の
大
物
き
れ
の

刀
を
指
候
て
申
候
は
、「
何
と
や
ら
ん
、
む
な
さ
は
ぎ
仕
候
間
、
先
達

退
候
て
重
て
申
わ
け
可
仕
」
由
申
、
犂
田
の
中
へ
飛
入
、
訇

の
の
し

り
退
申
候

を
追
懸

）
13
（

、「
其
方
は
気
違
申
候
か
、
酒
に
酔
候
か
」
な
ど
と
色
々
宥な

だ

め

見
申
候
へ
共
、
少
も
合
点
不
仕
候
間
、
無
是
非
言
を
懸
候
へ
ば
、
立
向

ひ
候
間
、
飛
入
さ
ま
に
抜
討
に
仕
候
へ
ば
、
大
形
相
討
程
に
候
ひ
つ
れ

共
、
仕
合
よ
く
右
の
伽
裟
に
当
り
候
故
、
倒
れ
申
候
を
頭
を
二
つ
に
切

破
申
候
、
地
に
石
有
之
候
て
、
刀
の
三
ツ
頭

）
14
（

の
刃
少
こ
ぼ
れ
申
候
、
拙

者
若
輩
も
の
と
お
ぼ
し
め
し
、
如
水
様
御
心
元
な
く
被
思
召
候
哉
、
弐

人
に
て
仕
候
様
に
と
御
座
候
て
、
後
に
は
上
原
新
左
衛
門

）
15
（

被
出
候
へ
ど

も
、
早
仕
舞
に
て
の
事
に
て
候
、
何
介
儀
大
事
の
仕
物
と
思
召
候
間
、

此
刀
に
て
仕
候
様
に
と
被
仰
、
森
田
刀
と
申
、
御
重
代
の
御
腰
物
を
御

借
被
成
候
、
長
政
様
へ
御
譲
被
成
候
御
腰
物
の
内
に
て
第
一
の
御
秘
蔵

に
て
御
座
候
、
其
時
の
首
尾
今
に
上
原
新
左
衛
門
能
被
存
候
事

）
16
（

、

一
、
信
長

）
17
（

様
天
下
の
主
に
御
成
候
は
ん
と
如
水
様
・
御
親
父
美
濃
守

）
18
（

様
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思
召
候
に
付
、
長
政

）
19
（

様
を
松
千
代
様
と
申
候
時
、
信
長
様
へ
人
質
に
被

遣
候
、
然
る
処
に
摂
津
守

）
20
（

、
信
長
様
を
背
き
候
て
被
居
候
に
付
、
美
濃

守
様
と
荒
木
と
無
二
の
御
知
音
ゆ
へ
、
信
長
様
へ
忠
節
を
致
可
然
由
被

仰
候
て
、
如
水
様
を
異
見
に
被
遣
候
へ
ば
、
如
水
様
を
荒
木
取と

り

籠こ
め

置お
き

候

て
、
返
し
不
申
候
、
就

そ
れ
に

夫つ
き

、
美
濃
守
様
荒
木
と
御
一
味
被
成
候
へ
ば
、

長
政
様
捨
り
申
候
、
又
信
長
様
へ
は
御
一
味
被
成
候
へ
ば
、
如
水
様
す

た
り
申
候
間
、
如
何
候
半
哉
と
何
も
評
諚
の
処
に
、
美
濃
守
様
被
仰
候

は
、
松
千
代
幼
少
と
申
な
が
ら
、
存
極
出
候
上
は
、
官
兵
衛
は
射
込
の

鉄
炮
に
当
り
候
て
相
果
候
と
可
被
思
召
候
由
に
て
、
弥
信
長
様
方
を
被

成
候
、
其
刻
、
美
濃
守
様
よ
り
如
水
様
へ
拙
者
を
御
使
に
被
遣
候
、
道

に
は
敵
に
て
難
通
候
ひ
つ
る
を
三
度
迄
忍
び
入
、
首
尾
調
申
候
、
一
度

は
見
逢
候
て
帰
り
を
鉄
炮
に
て
打
候
得
共
、
仕
合
能
候
て
、
刀
の
鞘
に

当
り
候
て
無
難
に
罷
帰
候
、
其
刻
如
水
様
被
仰
候
は
、
万
一
運
を
開
き

候
は
ば
、
其
方
に
家
を
可
頼
由
御
約
束
被
成
候
、
其
後
、
信
長
様
弥
御

秀
被
成
候
に
付
、
荒
木
摂
津
守
、
如
水
様
を
土
産
に
致
し
候
て
、
信
長

様
へ
降
参
仕
候
、
美
濃
守
様
御
分
別
御
自
慢
被
成
候
、
如
水
様
御
帰
已

後
、
拙
者
に
御
加
増
幷
御
馬
被
下
候
事

）
21
（

、

一
、
拙
者
二
十
三
の
歳

）
22
（

、
べ
ふ
の
城

）
23
（

に
て
中
国
よ
り
出
申
候
敵
の
頭
二
つ

取
申
候
事
、

一
、
溝
口

）
24
（

と
申
所
に
働
候
時
、
拙
者
も
分
捕
仕
候
処
に
、
敵
数
多
に
て
付

出
、
少
々
討
死
し
、
余

（
数
）

多
手
負
、
味
方
負
色
に
罷
成
候
時
、
我
々
立
止

り
、
弓
に
て
射
払
、
惣
人
数
引
取
申
候
事
、

一
、
太
閤

）
25
（

様
佐
用
郡
福
原
城
御
攻
被
成
候
時

）
26
（

、
如
水
様
御
先
懸
被
成
候
時
、

拙
者
も
分
捕
仕
候
事
、

一
、
太
閤
様
因
幡
国
鳥
取
城
御
攻
被
成
候
時

）
27
（

、
諸
軍
勢
彼
表
に
押
寄
、
即

時
に
攻
落
し
被
成
候
時
も
、
首
壱
ツ
御
取
申
候
、
夫そ

れ

よ
り
伯
耆
国
迄
御

働
被
成
候
、
福
屋
彦
太
郎

）
28
（

・
亀
井
武
蔵

）
29
（

を
城
処

）
30
（

に
御
仕
居
、
御
帰
陣
の

御
供
仕
候
、
か
様
の
義
共
に
辛
労
仕
候
事
、
中
々
無
申
斗
候
事
、

一
、
太
閤
様
備
中
高
松

）
31
（

水
攻
被
成
候
刻
も
御
供
仕
候
、
然
る
処
、
信
長
様

御
生
害
の
由
注
進
到
来
に
付
、
毛
利
殿
に
御
和
平
被
成
、
昼
夜
の
境
も

な
く
御
登
り
被
成
、
山
崎
に
お
い
て
明
智
と
御
合
戦
の
時

）
32
（

、
ゑ
づ
り
に

金
の
短
冊
付
た
る
指
物
さ
し
た
る
武
者
と
鑓
を
合
せ
、
討
取
申
候
、
如

水
様
御
家
頼
に
て
は
一
番
頭
に
候
事
、

一
、
柴
田
合
戦
の
と
き
近
江
国
し
づ
か
嶽

）
33
（

に
て
如
水
様
御
内
に
て
大
形
三

番
を
争
ひ
、
首
を
取
申
候
、
ま
た
茶
薗
畑
に
て
鑓
を
合
せ
、
敵
を
突
伏

申
候
時
、
し
ゆ
り

（
脱「
を
打
候
」）

剣
、
其
脇
差
家い

へ

助す
け

と
銘
有
之
候
、
今
に
所
持
仕
候
、

頭
同
然
に
如
水
様
へ
懸
御
目
候
へ
ば
、
殊
外
御
感
に
て
御
座
候
、
其
後

加
州
御
働

）
34
（

の
時
御
供
仕
、
方
々
に
て
辛
労
仕
候
事
、

一
、
太
閤
様
美
濃
国
岐
阜

）
35
（

御
攻
被
成
候
迚
、
御
馬
を
被
出
候
処
に

）
36
（

、
伊
勢

ノ
国
瀧
川

）
37
（

、
峯
の
城

）
38
（

に
佐
治
新
助
を
籠
置
、
上
方
よ
り
の
往
還
を
止
候

を
、
即
時
に
峯
城
に
諸
勢
を
被
遣
候
て
御
攻
の
時
、
数
多
人
討
死
・
手

負
候
へ
共
、
拙
者
運
つ
よ
く
候
哉
、
無
異
儀
分
捕
仕
候
事
、

一
、
家
康

）
39
（

様
尾
州
小
牧
山

）
40
（

に
御
出
被
成
候
に
付
、
太
閤
様
彼
表
え
御
馬
を

被
出
候
処
に
、
紀
伊
国
根
来
寺

）
41
（

の
法
師
一
同
仕
り
、
大
坂
勢
を
心
掛
候
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に
付
、
御
押
と
し
て
和
泉
国
岸
の
和
田
城

）
42
（

に
中
村
式
部
少
輔

）
43
（

殿
被
召
置

候
へ
ど
も
、
御
大
事
に
思
召
候
哉
、
長
政
様
を
吉
兵
衛
様
と
申
時
、
添

御
番
に
被
遣
候
時
、
長
政
様
御
歳
十
六
に
て
御
座
候
、
其
外
蜂
須
賀
阿

波
守

）
44
（

殿
・
赤
松
下
野
守

）
45
（

殿
・
明
石
左
近

）
46
（

殿
・
生
駒
雅
楽
頭

）
47
（

殿
、
何
も

御
番
に
被
遣
候
、
根
来
寺
の
人
数
、
船
と
陸
と
両
手
に
分
れ
働
き
、
陸

の
人
数
以
の
外
難
儀
に
及
候
へ
ど
も
、
各
一
命
を
捨
て
合
戦
仕
、
勝
利

を
得
申
候
、
拙
者
儀
朝
合
戦
に
分
捕
、
其
後
又
堺
表
を
働
、
敵
に
懸
合

分
捕
仕
候
、
我
々
内
に
て
大
野
彦
大
夫

）
48
（

も
頭
取
申
候
、
両
度
の
戦
火
花

を
散
ら
し
た
る
儀
、
中
々
無
申
斗
に
候
、
太
閤
様
へ
右
の
次
第
各
よ
り

言
上
被
申
候
へ
ば
、
殊
外
御
感
に
て
、「
皆
々
仕
合
能
侍
衆
に
て
候
間
、

乍
辛
労
、
早
々
此
方
へ
参
ら
れ
候
へ
」
と
、
上
意
に
て
、
何
も
御
参
勤

被
成
候
、
拙
者
も
長
政
様
御
供
仕
、
小
牧
迄
参
候
事
、

一
、
太
閤
様
御
人
数
阿
波
国
へ
被
遣
候
時

）
49
（

、
淡
路
の
国
士
に
田
村
又
右
衛

門
と
申
者
違
の
事
有
之
に
付
、
太
閤
様
よ
り
如
水
様
え
被
仰
付
候
て
、

御
成
敗
被
成
候
を
、
拙
者
に
被
仰
付
候
、
御
意
被
成
候
は
、「
一
大
事

の
仕
物
に
て
候
間
、
手
先
に
て
は
不
仕
、
取
寄
突
候
へ
」
と
被
仰
付
候
、

拙
者
申
候
は
、「
仕
合
次
第
に
可
仕
」
由
申
上
候
へ
ば
、「
是
非
共
突
候

へ
」
と
被
仰
候
て
、
御
秘
蔵
の
平
安
城
真よ

し
の
り則
の
御
脇
差
を
御
借
被
成
候

に
付
、
真
中
を
突
徼
し
候
へ
ば
、
脇
差
を
抜
、
立
上
り
候
処
を
押
伏
、

塁畳

よ
り
ね
だ
迄
く
り
付
申
候

）
50
（

、
塁
共
に
播
州
明
石
の
浜

）
51
（

に
舁
出
し
候
へ

ば
、
太
閤
様
其
折
節
淡
路
へ
御
渡
海
の
刻

）
52
（

に
て
御
覧
被
遊
、
天
下
一
の

仕
物
た
る
べ
き
の
よ
し
御
感
に
て
御
座
候
、
御
目
見
申
上
候
処
に
、
忝

上
意
ど
も
御
座
候
、

 

　

其
明
日
、
鈴
木
孫
市

）
53
（

殿
、
如
水
様
へ
御
出
御
申
候
、「
其
彼
仕
物
前

代
未
聞
也
、
無
比
類
儀
に
候
間
、
拙
者
に
近
付
に
盃
可
被
成
」
と
て
御

咄
に
御
入
候
内
に
、
盃
出
し
申
候
、
孫
市
殿
被
仰
候
は
、「
我
ら
盃
御

頂
可
被
成
由
御
時
宜
に
て
候
」、
如
水
様
被
仰
候
は
、「
貴
殿
に
あ
や
か

り
申
候
様
に
御
盃
被
遣
候
様
に
」
と
被
仰
候
、
孫
市
殿
御
申
候
は
、「
近

付
に
も
な
り
、
盃
を
も
取
替

か
わ
し

候
と
子
共
・
孫
ど
も
に
も
可
申
聞
為
に

候
間
、
是
非
さ
し
候
へ
、
尤
此
方
盃
を
も
可
進
」
由
、
達
て
被
仰
候
、「
左

候
は
ば
、
憚
り
申
候
様
に
」
と
如
水
様
御
相
拶
に
て
盃
さ
し
申
候
、
右

の
仕
物
三
人
御
座
候
内
、
残
両
人
は
生
駒
甚
助

）
54
（

殿
・
蜂
須
賀
宮
内

）
55
（

殿
に

被
仰
付
候
、
御
仕
損
じ
に
て
手
負
・
死
人
数
多
有
之
由
、
孫
市
殿
御
物

語
に
て
候
、
其
時
の
真
則
の
小
脇
差
、
御
褒
美
に
拙
者
に
被
下
候
、
根ね

殿だ

繰く
り

と
名
付
て
今
に
所
持
仕
候
事
、

一
、
太
閤
様
九
国
御
手
に
可
被
入
と
て
諸
軍
勢
御
指
下
被
成
候
刻

）
56
（

、
如
水

様
を
御
先
手
に
被
遣
候
、
拙
者
も
御
供
仕
候
て
、
豊
前
国
河
原
嶌

）
57
（

・
宇

呂
津

）
58
（

御
攻
落
、
夫
よ
り
日
向
国
に
御
働
被
成
候
処
に
、
嶋
津
大
軍
に
て

彼
表
に
差
向
、
宮
部
善
祥
坊

）
59
（

の
城
を
一
時
攻
に
せ
め
候
て
、
本
丸
の
渥

（
掘
力
）

迄
攻
落
申
候
、
其
刻
諸
軍
勢
の
辛
労
無
申
斗
候
、
耳
川
と
申
川
御
渡
被

成
候
時

）
60
（

、
拙
者
先
陣
仕
候
間
、
致
分
捕
候
、
左
候
て
嶋
津
本
国
に
御
押

込
、
御
手
に
入
候
時
、
太
閤
様
御
登
被
成
候
、
如
水
様
に
豊
前
国
被
遣

候
て
御
入
国
の
御
供
仕
候
事

）
61
（

、

一
、
豊
前
国
士
共
一
同
に
一
揆
を
起
候
、
中
に
も
野
中
兵
庫
頭
重
包

）
62
（

と
申
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者
、
大
名
に
て
候
、
逆
心
を
企
、
雁
股
岳

）
63
（

・
津
多
見

）
64
（

の
城
両
処
に
引
籠
、

種
々
手
遣
仕
候
に
付
、
拙
者
に
「
罷
越
、
相
静
候
様
に
」
と
被
仰
候
間
、

「
節
所
と
申
、
一
大
事
の
一
揆
に
て
御
座
候
間
、
仕
損
じ
申
候
て
は
御

為
悪
敷
御
座
候
間
、
余
人
に
被
仰
付
候
様
に
」
と
申
上
候
へ
ば
、「
其

方
は
臆
病
者
に
て
候
」
と
被
仰
候
て
、
以
の
外
に
如
水
様
・
長
政
様
御

立
腹
被
成
候
、「
左
様
に
候
は
ば
、
弥
余
人
に
被
仰
付
候
様
に
」
と
申

上
候
へ
ば
、「
御
吟
味
の
上
に
て
被
仰
出
候
間
、
是
非
罷
越
候
へ
」
と

再
三
被
仰
聞
候
に
付
、
罷
越
候
へ
ば
、
如
案
、
山
々
よ
り
人
数
を
出
し
、

度
々
懸
合
戦
候
へ
共
、
御
父
子
様
御
運
強
き
ゆ
へ
か
、
拙
者
勝
利
を
得

候
に
付
、
と
て
も
成
間
敷
と
存
候
哉
、
両
城
を
明
渡
し
、
立
退
申
候
、

如
水
様
御
父
子
殊
外
御
感
に
て
、
野
中
御
知
行
分
不
残
被
下
候
事
、

一
、
其
後
、
加
来

）
65
（

・
福
嶋

）
66
（

・
犬
丸

）
67
（

の
城
に
一
揆
共
楯
籠
候
節
も
、
御
供
候

て
御
先
手
を
被
仰
付
、
数
百
人
余
討
果
被
成
候
に
付
、
御
父
子
様
御
機

嫌
能
御
座
候
事
、

一
、
高
麗
国
御
陣
の
節

）
68
（

は
、
拙
者
儀
四
郎
右
衛
門
と
申
候
、
長
政
様
御
首

途
に
御
座
被
成
候
て
、
軍
の
御
評
諚
私
宅
に
て
被
成
、「
万
端
先
に
て

軍
用
の
儀
は
四
郎
右
衛
門
指
図
次
第
に
て
候
間
、
惣
様
共
に
皆
々
其
通

り
存
候
様
に
」
と
被
仰
出
候
、
其
時
承
候
衆
今
に
御
家
中
に
余
多
被
居

候
、
其
後
御
酒
に
な
り
、
御
機
嫌
能
乱
舞
に
て
、
夜
に
入
御
帰
被
成
候
、

様
々
忝
御
意
共
御
座
候
事
、

一
、
高
麗
昌か

原は
む

と
）
69
（

申
所
に
て
長
政
様
御
本
陣
被
成
候
、
拙
者
罷
在
候
処

よ
り
は
道
九
里
御
座
候
、
然
る
処
、
敵
見
へ
か
か
り
に
四
万
程
出
申

候
、
此
方
に
取
懸
可
申
体
に
御
座
候
、
手
前
の
着
到
、
雑
兵
か
け
て
弐

千
七
百
有
之
候
、
中
々
不
懸
合
義
に
候
間
、
長
政
様
へ
注
進
可
申
と
黒

田
惣
左
衛
門

）
70
（

・
毛
利
太
兵
衛

）
71
（

・
後
藤
又
兵
衛

）
72
（

・
衣
笠
久
右
衛
門

）
73
（

其
外
、

暦
（
歴
）

々
申
合
、
飛
脚
を
以
可
申
上
と
五
人
申
付
、
五が

ん
で
う調

次
第
に
草
臥
候
者

は
跡
に
召
置
、
此
状
届
候
様
に
と
申
付
候
、
拙
者
儀
は
各
へ
合
戦
の
次

第
申
付
候
と
て
取
紛
居
候
に
付
、
右
の
書
状
書
様
も
不
存
候
処
に
、
判

形
取
に
参
候
、
右
の
状
書
様
は
、「
急
度
致
注
進
候
、
敵
夜
中
に
川
を

越
、
此
方
陣
処
へ
取
懸
申
候
間
、
早
々
御
人
数
被
出
候
様
に
」
と
書

留
申
候
、「
我
ら
は
文
章
悪
敷
候
間
、
被
遊
直
し
給
候
様
に
判
形
可
致
」

と
申
て
返
し
申
候
、
何
も
被
申
候
は
、「
談
合
の
上
に
て
ケ
様
調
候
間
、

書
直
し
可
申
様
無
之
候
、
其
方
に
て
い
か
様
共
調
直
し
候
へ
」
と
申
、

又
右
の
状
参
候
に
付
、
拙
者
書
直
し
候
は
、「
急
度
申
上
候
、
敵
夜
中

に
川
を
越
、
此
方
へ
取
懸
申
候
、
於
手
前
に
は
可
被
御
心
安
候
」
と
書

直
し
候
て
進
候
、

 

　

扨
合
戦
の
次
第
は
、
敵
川
を
打
越
候
様
に
見
及
候
は
ば
、
鉄
炮
を
一

放
打
懸
、
其
儘
刀
打
に
仕
候
へ
と
申
付
、
如
案
敵
半
分
川
を
越
申
候
に

付
、
右
に
定
候
ご
と
く
仕
候
処
に
、
殊
外
敵
方
働
き
、
我
ら
を
初
、
数

人
手
負
申
候
、
拙
者
家
頼
に
て
手
負
申
候
者
に
は
、
山
本
甚
太
夫
・
池

田
才
蔵
・
栗
山
甚
太
郎
・
池
田
久
兵
衛
・
井
合
八
郎
兵
衛
・
竹
井
何
左

衛
門
・
加
弓
弥
左
衛
門
・
安
田
惣
七
郎
・
阿
積
久
蔵
・
日
野
弥
兵
衛
・

阿
積
次
郎
大
夫
・
小
林
彦
兵
衛
・
種
田
次
郎
左
衛
門
・
大
塩
伝
左
衛
門

な
ど
申
者
少
々
手
負
申
候
、
乍
去
、
仕
合
能
悉
切
捨
、
川
へ
追
は
め
、
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諸
家
中
上
下
共
に
手
を
砕
、
万
死
出
候
処
に
、
長
政
様
御
懸
付
被
成
候

得
共
、
合
戦
終
候
て
、
御
参
着
被
成
候
、

 

　

先
一
番
拙
者
小
屋
へ
御
座
被
成
候
、「
何
迚
合
戦
始
候
哉
」
と
御
意
被

成
候
間
、「
取
懸
申
候
に
付
、
仕
申
候
」
と
荒
々
敷
御
返
事
申
上
候
へ
ば
、

そ
こ
に
て
御
泪
を
流
し
被
成
、「
左
様
に
腹
立
仕
候
処
、
尤
に
候
、
乍
去
、

其
方
な
ど
を
殺
し
て
は
我
ら
男
を
立
候
事
不
成
候
に
付
申
候
」
と
御
意

被
成
候
、
手
負
申
候
者
共
の
小
屋
小
屋
に
銘
々
御
廻
り
被
成
、「
惣
人
数

の
内
に
て
各
辛
労
仕
、
合
戦
勝
利
を
得
、
満
足
被
成
候
」
と
被
仰
候
処

に
、
黒
田
惣
左
衛
門
申
候
は
、「
一
刻
も
急
ぎ
注
進
申
上
度
処
に
、
文
章

の
吟
味
仕
候
に
付
、
延
引
申
候
」
と
被
申
候
、
其
時
我
ら
申
候
は
、「
拙

者
吟
味
仕
候
、
其
故
は
注
進
の
状
と
は
不
存
候
、
書
置
の
状
と
存
候
に

付
、
念
を
入
申
候
、
子
細
は
只
今
合
戦
に
及
び
候
間
、
早
々
御
人
数
可

被
出
申
上
候
て
も
、
往
来
十
八
里
の
道
に
て
候
間
、
筈
に
合
申
儀
に
て

無
之
候
時
は
、
随
分
無
油
断
相
働
候
と
は
聞
候
へ
共
、
多
勢
に
纔

わ
ず
か

の
人

数
に
て
は
不
及
力
、
負
た
る
物
に
て
候
は
ん
と
取
沙
汰
仕
候
へ
ば
、
太

閤
様
の
御
前
、
又
は
長
政
様
の
御
為
悪
か
る
ま
じ
と
存
、
手
前
に
お
ゐ

て
は
可
被
御
心
安
と
書
直
し
候
」
と
申
候
へ
ば
、
尤
と
御
感
被
成
候
、

今
程
紀
伊
国
大
納
言

）
74
（

様
に
被
居
村
上
彦
左
衛
門

）
75
（

能
被
存
候
事
、

一
、
高
麗
き
ん
む
い

）
76
（

の
城
合
戦
の
時
、
拙
者
に
は
御
先
手
被
仰
付
、
甲
の

立
物
枇
杷
の
葉
に
て
候
、
両
方
共
に
箭
数
多
く
当
り
候
へ
ど
も
、
其
時

の
運
に
よ
り
候
か
、
少
も
手
負
不
申
候
事
、

一
、
高
麗
に
て
長
政
様
御
座
被
成
度
城
に
水
無
之
候
、「
如
何
可
被
成
哉
」

と
何
も
申
候
に
付
、
拙
者
に
御
相
談
被
遊
候
に
付
、
方
々
立
廻
り
見
申

候
処
に
、
二
の
丸
の
岸
よ
り
水
に
じ
み
申
候
に
付
、
管
を
さ
し
候
て
一

時
出
候
水
を
馬
柄
杓
に
て
請
、
惣
家
中
一
日
に
何
程
と
積
り
、
御
在
陣

可
被
成
と
存
じ
、
水
船
を
さ
し
、
宮
崎
助
太
夫

）
77
（

を
奉
行
に
付
、
御
在
城

被
成
候
事
、

一
、
高
麗
晋
州
の
城

）
78
（

御
攻
被
成
候
時
、
拙
者
に
御
先
手
被
仰
付
候
、
家

頼
竹
井
治
郎
兵
衛
・
尾
上
右
京
両
人
一
番
に
午
角
に
懸
り
分
捕
仕
候
に

付
、
長
政
様
よ
り
御
知
行
幷
御
馬
御
褒
美
に
被
下
候
事
、

一
、
高
麗
に
て
加
藤
肥
後
守

）
79
（

殿
御
城
を
漢
南
数
日
取
巻
、
万
死
一
生
の
御

仕
合
に
て
御
座
候
処
、
長
政
様
御
手て

を
だ
て

以
、
懸
破
り
、
城
中
に
御
入

被
成
候
時
、
肥
後
殿
御
出
合
、
不
慮
に
懸
御
目
候
、
敵
に
墀
の
手
を
被

破
、
漸
に
柵
斗
に
て
つ
く
ろ
い
申
候
、
兵
粮
は
無
之
に
付
、
我
等
馬
を

殺
し
自
身
持
廻
り
、
皆
々
に
給
さ
せ
申
候
、
就
夫
、「
鉄
炮
無
際
打
候

て
、
か
様
に
頬
を
腫
申
候
」
由
被
仰
候
、
拙
者
儀
長
政
様
御
供
仕
り
参

候
へ
ば
、
肥
後
殿
御
前
に
被
召
出
、
内
々
御
聞
及
被
成
候
由
に
て
御
懇

比
に
被
仰
候
事
、

一
、
高
麗
に
て
長
政
よ
り
我
ら
に
五
部
御
預
け
被
成
候
、
少
々
敵
共
御
座

候
て
治
兼
候
へ
共
、
色
々
に
働
、
手
前
少
手
斗
に
て
悉
く
し
づ
め
申
候

事
、

一
、
関
ヶ
原
に
て
御
合
戦
の
刻

）
80
（

は
、
長
政
様
は
家
康
様
御
身
方
に
て
関
ヶ

原
御
入
候
、
如
水
様
は
豊
前
に
御
在
城
被
成
候
、
拙
者
は
大
坂
に
罷
在

候
に
付
、
秀
頼

）
81
（

様
御
内
東
條
紀
伊
守

）
82
（

と
申
仁
の
所
に
咄
居
候
へ
ば
、
供
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に
召
連
候
も
の
拙
者
を
呼
出
し
候
て
、
長
政
様
御
屋
敷
を
敵
取
巻
申
候

由
申
に
付
、
紀
伊
守
不
存
義
は
有
間
敷
候
に
、
知
せ
不
申
候
事
、
無
曲

に
存
、
刺
違
可
申
と
脇
差
に
手
を
懸
け
申
候
へ
ば
、
大
誓
言
を
立
候

て
「
不
存
」
と
被
申
候
に
付
、
用
捨
仕
候
、
紀
伊
守
所
に
て
支
度
仕

替
、
攻
衆
の
ふ
り
に
て
た
ば
か
り
、
長
政
の
御
屋
敷
に
一
文
字
に
懸
入

申
候
、
敵
方
よ
り
質
を
出
し
候
へ
と
数
度
の
使
立
に
て
威
、
御
す
か
し
、

様
々
に
申
候
、
其
刻
世
上
に
隠
無
之
兵
法
つ
か
い
居
申
候
が
、「
此
口

は
御
任
せ
候
へ
、
随
分
働
可
懸
御
目
」
よ
し
訇
り
候
間
、
頼
母
敷
存
居

候
処
に
、
ひ
た
も
の
稠
敷
成
候
に
付
、
窓
を
く
ぐ
り
逃
申
候
、
其
後
我

ら
色
々
の
謀
に
て
長
政
様
御
奥
様

）
83
（

を
豊
前
国
に
無
事
に
下
し
申
候
、
其

後
拙
者
も
忍
び
出
、
歩
行
に
て
播
磨
の
鹿
松
よ
り
船
に
乗
り
、
豊
前
に

罷
帰
候
へ
ば
、
如
水
様
御
感
不
浅
候
、
其
節
宮
崎
織
部

）
84
（

・
斉
藤
甚
右
衛

門
）
85
（

御
供
被
致
候
、
首
尾
の
次
第
今
に
能
被
存
候
事
、

一
、
大
友

）
86
（

に
如
水
様
よ
り
御
使
を
被
遣
候
て
、
家
康
様
御
身
方
被
仕
候
様

に
と
被
仰
遣
候
へ
共
、
御
同
意
無
之
候
て
、
豊
前
国
に
中
国
よ
り
御
渡
、

石
垣
原
立
石

）
87
（

の
節
所
に
御
入
候
に
付
、
如
水
様
不
移
時
刻
御
出
陣
候
、

其
刻
、「
安
岐
の
城

）
88
（

に
熊
谷
と
申
敵
、
殊
の
外
に
早
く
申
候
と
相
見
へ

候
、
然
る
時
は
必
定
付
出
候
に
て
可
有
之
候
、
伏
な
ど
は
如
何
可
有
御

座
哉
」
と
御
内
意
を
伺
候
へ
ば
、
尤
に
思
召
候
て
、
人
数
な
ど
御
添
、

「
万
事
其
方
見
合
次
第
」
と
被
仰
候
て
、
石
垣
原
へ
御
通
り
被
成
候
間
、

即
、
伏
兵
を
申
付
候
、
拙
者
評
諚
申
候
は
、「
能
時
分
に
貝
を
吹
せ
可

申
候
間
、
伏
兵
を
起
候
様
に
」
と
申
付
候
、
第
二
に
は
「
城
下
に
川
有

之
候
、
手
に
合
申
候
衆
も
手
に
不
合
衆
も
川
限
に
追
候
へ
、
川
を
越
候

事
堅
ク
停
止
た
る
べ
き
」
よ
し
申
定
、
城
下
を
通
申
候
処
に
、
如
案
付

出
候
を
引
受
、
伏
兵
を
起
し
戦
畢
、
拙
者
に
御
付
被
成
候
侍
衆
と
し
て
、

甲
付
の
首
廿
七
討
取
申
候
、
我
ら
家
頼
に
て
は
中
村
新
助
・
栗
山
甚
太

郎
・
津
田
才
蔵
・
藪
仁
左
衛
門
、
鑓
下
の
頭
取
申
候
、
如
水
様
よ
り
御

感
状
拝
領
申
候
、
然
る
処
、
拙
者
下
知
を
用
、
川
端
迄
追
候
て
扣
候
衆

も
有
之
、
又
川
を
追
越
衆
有
之
候
に
付
、
そ
こ
に
て
我
等
存
候
は
、
後

詰
無
之
候
は
ば
、
取
て
返
し
候
時
、
手
負
出
来
可
申
存
候
て
、
指
揮
を

振
り
「
懸
れ
懸
れ
」
と
申
候
へ
ば
、
扣
た
る
人
数
は
づ
み
を
受
け
、

と
う

と
川
を
越
候
に
付
、
手
負
一
人
も
無
之
、
勝
利
を
得
申
候
、
尤
も
安
喜

の
城
、
其
儘
乗
取
候
半
も
安
き
事
に
候
、
又
可
乗
所
に
て
候
を
と
批
判

仕
た
る
衆
も
有
之
候
様
に
、
其
後
聞
に
候
、
夫
は
軍
法
を
不
存
衆
の
取

沙
汰
と
存
候
、
大
敵
を
前
に
置
、
小
敵
に
構
ひ
候
わ
け
に
て
無
之
候
間
、

追
捨
に
さ
せ
候
へ
ば
、
安
喜
の
城
の
討
も
ら
さ
れ
の
人
数
も
降
参
仕
候

て
、
拙
者
手
に
入
、
薩
摩
表
の
御
陣
の
御
供
仕
候
事
、

一
、
豊
後
の
国
石
垣
原
の
合
戦
に
大
友
殿
打
負
給
ふ
に
よ
り
、「
立
石
の

節
所
に
引
籠
被
申
候
を
御
攻
可
有
之
」
由
、
如
水
様
被
仰
候
間
、
拙
者

申
候
は
、「
御
生
捕
が
ま
し
に
て
可
有
御
座
候
、
未

い
ま
だ

人
数
五
百
人
余
も

可
有
之
候
間
、
手
間
も
入
可
申
候
、
其
上
数
代
の
被
官
所
々
に
居
可
申

候
間
、
時
刻
移
り
候
て
は
如
何
に
候
、
第
一
筑
後
表

）
89
（

の
働
御
延
引
に
も

成
可
申
哉
」
と
申
上
候
へ
ば
、
或
は
出
家
を
御
使
に
被
成
御
誘
謀
御
生

捕
に
被
成
候
事
、
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一
、
同
国
日
田
の
城
に
も
毛
利
民
部

）
90
（

殿
衆
幷
大
友
家
の
古
牢
人
或
は
庄

屋
・
百
性
・
町
人
以
下
に
至
迄
、
籠
居
候
て
事
六む

つ

ツか

し

く敷
候
へ
共
、
是
又

拙
者
た
ば
か
り
を
以
、
皆
々
降
参
仕
、
日
田
・
久

（
玖
珠
）須

御
手
に
入
候
事
、

一
、
家
康
様
よ
り
如
水
様
御
父
子
に
筑
前
被
遣
候
て
、
御
入
国
の
節

）
91
（

、
名

嶋
）
92
（

・
左ま

て右
良ら

両）
93
（

城
有
之
候
、「
名
嶋
に
は
御
父
子
様
御
在
陣
被
成
候
、
如

水
様
御
舎
弟
様
も
御
座
候
、
其
外
暦

（
歴
）

々
年
老
の
衆
御
座
候
間
可
被
遣
候
、

拙
者
は
不
調
法
者
の
儀
に
御
座
候
間
、
御
請
難
仕
」
よ
し
申
上
候
へ
ば
、

「
左
右
良
は
三
ヶ
国

）
94
（

の
境
、
一
大
事
の
処
に
て
候
間
、
御
吟
味
の
上
に

て
被
仰
出
候
間
、
畏
候
様
に
」
と
被
仰
出
候
間
、
御
意
に
付
申
候
事
、

一
、
名
嶋
に
て
惣
御
家
中
衆
、
古
参
・
新
参
共
に
登
城
仕
御
礼
御
座
候
時
、

拙
者
少
し
遅
く
罷
出
候
、
拙
者
参
候
迄
御
待
被
成
候
て
、
一
番
に
被
召

出
御
盃
被
下
候
、
其
後
長
政
様
御
意
被
成
候
は
、「
御
馬
の
内
に
て
何

に
成
共
其
方
望
次
第
可
被
遣
候
間
、
取
候
様
に
」
と
被
仰
出
候
間
、
一

の
御
秘
蔵
の
御
馬
を
望
候
へ
ば
、「
是
は
成
間
敷
」
と
被
仰
出
候
、「
望

次
第
拝
領
可
被
仰
付
候
由
御
意
に
付
、
申
上
候
」
由
申
候
へ
ば
、
則
望

の
馬
被
下
候
、
色
々
御
雑
談
に
て
忝
御
意
共
御
座
候
、
右
の
馬
に
乗
り

入
部
仕
候
事
、

一
、「
左
右
良
の
城
破
損
仕
候
間
、
普
請
申
付
度
」
よ
し
申
上
候
へ
ば
、「
兎

も
角
も
其
方
心
次
第
に
指
図
仕
候
様
に
」
と
御
意
に
付
、
拙
者
一
手
に

て
心
ま
ま
に
仕
候
、
其
後
御
覧
被
成
、
殊
の
外
御
気
に
入
申
候
旨
御
意

被
成
候
事
、

一
、
如
水
様
御
逝
去
之
刻

）
95
（

、
御
遺
言
被
成
候
由
に
て
、
合ご

う

す子
の
御
甲

）
96
（

、
唐

皮
威
の
御
具
足
、
長
政
様
よ
り
被
下
候
、
御
小
身
の
御
時
よ
り
数
度

方
々
に
て
被
為
召
、
日
本
に
其
隠
無
之
御
道
具
に
て
御
座
候
、
其
外
忝

御
意
共
数
多
長
政
様
よ
り
被
仰
聞
候
事

）
97
（

、

一
、
秀
頼
様
大
坂
に
御
籠
城
の
刻

）
98
（

、
長
政
様
江
戸
に
御
詰
被
成
候
、
忠
之

）
99
（

様
御
当
国
よ
り
御
登
被
成
候
、
拙
者
御
供
仕
候
て
、
大
坂
御
本
陣
に
罷

出
候
、
御
所
様

）
100
（

・
将
軍
様

）
101
（

御
前
に
被
召
出
、
忝
次
第
共
に
御
座
候
事
、

此
外
に
も
候
ひ
つ
れ
ど
も
、
久
敷
事
に
て
失
念
申
候
、
此
書
付
も

前
後
仕
候
は
ん
と
存
候
、
度
々
御
望
候
間
、
あ
ら
あ
ら
覚
申
処
書

進
候
、
其
時
分
の
衆
い
ま
だ
暦

（
歴
）

々
御
家
中
に
被
居
候
間
御
尋
可
有

之
候
、
す
こ
し
も
偽
に
て
は
無
之
候
、
乍
去
、
他
見
は
御
無
用
に

候
、
御
心
安
存
、
如
此
御
座
候
、
以
上
、

 

栗
山
備
後
利
安
入
道
卜
安
判　

　
　
　

八
月
十
四
日

　
　
　
　
　

此
写
本
在
紀
州
和
歌
山

　
　
　
　

右
栗
山
覚
書
以
荻
原
武
雅
蔵
本
写
之

註
（
１
）　

赤
松
政
秀
（
？
〜
一
五
七
〇
）。
播
磨
国
龍
野
城
（
兵
庫
県
た
つ
の
市
龍
野
町
）
の

城
主
。
別
所
長
治
と
結
ん
で
、
御
着
城
の
小
寺
政
職
や
そ
の
配
下
の
姫
路
城
の
黒
田

職
隆
と
争
っ
た
。

（
２
）　

別
所
長
治
（
？
〜
一
五
八
〇
）。
播
磨
国
三
木
城
（
兵
庫
県
三
木
市
上
の
丸
町
）
の

城
主
。
赤
松
氏
の
一
族
で
、
豊
臣
秀
吉
の
中
国
攻
め
で
は
、
約
二
か
年
に
及
ぶ
籠
城



〔 50 〕

福　田　千　鶴

戦
の
の
ち
、
城
兵
の
助
命
を
条
件
と
し
て
自
害
し
た
。

（
３
）　

小
寺
政
職
（
一
五
一
七
〜
八
二
）。
播
磨
国
御
着
城
（
兵
庫
県
姫
路
市
御
国
野
町
）

の
城
主
。
荒
木
村
重
が
織
田
信
長
に
離
反
す
る
と
、
こ
れ
に
呼
応
し
た
が
、
天
正
八

年
（
一
五
八
〇
）
に
織
田
方
に
攻
め
ら
れ
落
城
、
毛
利
側
に
逃
亡
し
た
。

（
４
）　

現
在
の
兵
庫
県
姫
路
市
青
山
。
永
禄
十
二
年
（
一
五
六
九
）
八
月
九
日
に
赤
松
政

秀
勢
三
千
人
に
対
し
、
孝
高
は
わ
ず
か
な
手
勢
で
青
山
に
陣
取
り
対
戦
し
て
勝
利
し

た
と
伝
わ
る
（
『
黒
田
家
譜
』
）。

（
５
）　

栗
山
利
安
（
一
五
五
一
〜
一
六
三
一
）。
は
じ
め
善
助
、
の
ち
四
郎
右
衛
門
、
備
後
、

剃
髪
後
に
一
葉
斎
卜
庵
と
号
し
た
。
播
磨
国
葛
西
郡
栗
山
村
（
兵
庫
県
姫
路
市
）
に

生
ま
れ
、
十
五
歳
よ
り
黒
田
孝
高
に
仕
え
る
。
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
。

（
６
）　

善
助
十
七
歳
で
あ
れ
ば
、
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
な
る
。　

（
７
）　

同
年
と
あ
る
が
、「
江
藤
本
」
頭
註
で
は
永
禄
十
年
と
す
る
。

（
８
）　

現
在
の
兵
庫
県
姫
路
市
飾
磨
区
。
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
五
月
、
英
賀
に
上
陸

し
た
毛
利
勢
を
孝
高
率
い
る
小
寺
勢
が
撃
破
し
た
。

（
９
）　

房ぼ

う

の野
弥
三
郎
（
〜
一
五
七
七
）。
阿
賀
（
英
賀
）
で
善
助
に
敗
れ
た
。

（
10
）　

衣
笠
景
延
（
一
五
四
七
〜
一
六
三
一
）。
は
じ
め
久
右
衛
門
、
因
幡
、
卜
斎
。
も
と

播
磨
国
端は

し

谷た
に

城
（
兵
庫
県
神
戸
市
）
の
城
主
。
一
族
は
秀
吉
に
滅
ぼ
さ
れ
た
の
ち
、

黒
田
家
に
仕
え
た
。
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
。「
江
藤
本
」
本
文
に
よ
れ
ば
、
善
助
が

房
野
と
戦
っ
た
際
、
味
方
は
衣
笠
一
人
が
残
っ
て
お
り
、
逃
げ
遅
れ
た
善
助
を
助
け

る
た
め
、
善
助
の
馬
を
捕
ら
え
て
善
助
を
乗
せ
、「
同
道
」
し
て
撤
退
し
た
と
い
う
こ

と
ら
し
い
。
な
お
、
景
延
は
寛
永
八
年
三
月
十
八
日
に
没
し
た
。
本
文
で
は
い
ま
だ

存
命
中
で
あ
る
の
で
、「
覚
書
」
原
本
の
成
立
は
寛
永
八
年
三
月
十
八
日
以
前
と
な
る
。

（
11
）　

黒
田
孝
高
（
一
五
四
六
〜
一
六
〇
四
）
。
父
は
黒
田
職
隆
、
母
は
明
石
氏
。
幼

名
万
吉
、
通
称
官
兵
衛
、
諱
は
は
じ
め
孝
隆
、
の
ち
孝
高
に
改
め
た
。
天
正
十
四

（
一
五
八
六
）
に
従
五
位
下
・
勘
解
由
次
官
に
叙
任
、
致
仕
後
は
政
成
。
文
禄
二
年

（
一
五
九
三
）
に
秀
吉
の
勘
気
を
う
け
て
出
家
し
、
如じ

ょ

水す
い

円え
ん

清し
ん

と
号
す
。

（
12
）　

柄
頭
か
ら
鐺

こ
じ
り

ま
で
の
長
さ
が
二
尺
八
寸
（
約
85
㎝
）
の
刀
。
ま
た
、
通
常
は
そ
の

長
さ
だ
っ
た
の
で
、
刀
の
異
称
。

（
13
）　

「
追
懸
け
」
と
は
、「
先
い
進
ん
で
い
る
も
の
を
後
か
ら
追
う
」
と
い
う
意
味
の
ほ

か
に
、「
相
手
の
包
み
隠
し
て
い
る
こ
と
を
探
る
た
め
、
知
ら
ぬ
こ
と
を
よ
く
知
っ
た

よ
う
に
い
っ
て
聞
き
出
す
謀
略
」
の
意
味
も
あ
る
（
『
広
辞
苑
』
第
四
版
、
岩
波
書
店
）。

（
14
）　

刀
の
鋒

き
っ
さ
きの
こ
と
。

（
15
）　

「
江
藤
本
」
頭
註
で
は
、
、
上
原
与
平
次
（
筑
前
入
国
後
二
千
石
）
は
慶
長
十
三
年

頃
新
左
衛
門
、
の
ち
丹
後
を
名
乗
っ
た
と
あ
る
。

（
16
）　

「
江
藤
本
」
頭
註
で
は
、
こ
れ
を
永
禄
十
一
年
の
こ
と
と
す
る
。

（
17
）　

織
田
信
長
（
一
五
三
四
〜
八
二
）。

（
18
）　

黒
田
職
隆
（
一
五
二
四
〜
八
五
）。
孝
高
の
父
。
赤
松
氏
の
一
族
小
寺
氏
に
属
し
、

小
寺
の
名
字
を
与
え
ら
れ
、
姫
路
城
を
預
か
っ
た
。
天
正
十
三
年
八
月
二
十
二
日
没
。

享
年
六
十
二
。
諡
は
、
心
光
寺
殿
満
誉
宗
円
定
門
。

（
19
）　

黒
田
長
政
（
一
五
六
八
〜
一
六
二
三
）。
父
は
黒
田
孝
高
、
母
は
櫛
橋
光
。
幼
名
を

松
寿
、
通
称
を
吉
兵
衛
。
織
田
信
長
の
も
と
に
人
質
と
し
て
出
さ
れ
、
羽
柴
秀
吉
に

預
け
ら
れ
、
近
江
長
浜
で
育
っ
た
。
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
に
父
の
家
督
を
継
ぎ
、

従
五
位
下
・
甲
斐
守
に
叙
任
さ
れ
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
合
戦
後
に
筑

前
に
入
部
し
、
同
八
年
三
月
に
従
四
位
下
・
筑
前
守
に
昇
進
し
た
。
元
和
九
年
八
月
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四
日
没
。
享
年
五
十
六
。
諡
は
、
興
雲
院
殿
古
心
道
卜
居
士
。

（
20
）　

荒
木
村
重
（
一
五
三
五
？
〜
八
六
）。
摂
津
国
有
岡
城
（
現
在
の
兵
庫
県
伊
丹
市
）

の
城
主
。
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
よ
り
織
田
信
長
に
属
し
た
が
、
同
六
年
に
裏
切

り
が
露
見
し
、
孝
高
が
説
得
の
た
め
有
岡
城
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
監
禁
幽
閉
さ
れ
た
。

（
21
）　

こ
の
と
き
の
加
増
高
に
つ
い
て
は
、
不
詳
。

（
22
）　

天
正
元
年
（
一
五
七
三
）。

（
23
）　

現
在
の
兵
庫
県
加
古
川
市
別
府
。
阿あ

つ

じ閉
氏
の
居
城
。

（
24
）　

現
在
の
兵
庫
県
姫
路
市
香
寺
町
溝
口
カ
。「
江
藤
本
」
頭
注
で
は
、「
天
正
元
年
」「
加

古
郡
溝
ノ
口
」
の
こ
と
と
す
る
。

（
25
）　

豊
臣
秀
吉
（
一
五
三
六
〜
一
五
九
八
）。
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
七
月
十
一
日

に
関
白
に
任
じ
ら
れ
た
。

（
26
）　

現
在
の
兵
庫
県
佐
用
郡
佐
用
町
大
坪
字
福
原
。
佐
用
城
と
も
。
城
主
は
備
前
宇
喜

多
晴
家
の
配
下
に
属
し
た
福
原
則
尚
。
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
十
一
月
に
秀
吉
配

下
の
黒
田
孝
高
・
竹
中
重
治
に
攻
め
ら
れ
落
城
。「
江
藤
本
」
頭
注
で
は
、「
天
正
五
年

十
一
月
廿
八
日
城
主
福
原
主
膳
資
就
、
利
安
廿
七
才
」
と
す
る
。

（
27
）　

天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
六
月
、
秀
吉
は
因
幡
国
鳥
取
城
（
現
在
の
鳥
取
市
東
町
）

を
攻
め
、
十
月
二
十
五
日
に
落
城
、
城
主
吉
川
経
家
は
自
害
し
た
。「
江
藤
本
」
頭
註

で
は
、「
天
正
九
年
七
月
五
日
ヨ
リ
十
月
中
旬
に
至
り
、
城
主
吉
川
式
部
切
腹
、
伯
州

南
條
・
小
鴨
両
人
秀
吉
ニ
一
味
ス
、
福
屋
・
亀
井
ハ
石
見
ノ
内
ノ
城
主
也
」
と
す
る
。

（
28
）　

不
詳
。

（
29
）　

亀
井
玆こ

れ
の
り矩

（
一
五
五
七
〜
一
六
一
二
）。
通
称
新
十
郎
。
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
、
因
幡

国
鹿
野
城
主
（
現
在
の
鳥
取
市
鹿
野
町
）
と
な
る
。

（
30
）　

因
幡
国
鹿
野
城
（
現
在
の
鳥
取
市
鹿
野
町
）。

（
31
）　

現
在
の
岡
山
市
北
区
高
松
。
城
主
は
清
水
宗
治
。
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
五
月

に
秀
吉
勢
に
包
囲
さ
れ
て
、
水
攻
め
を
う
け
た
。
六
月
四
日
切
腹
。

（
32
）　

い
わ
ゆ
る
本
能
寺
の
変
か
ら
山
崎
合
戦
。

（
33
）　

現
在
の
滋
賀
県
北
部
の
山
。
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
四
月
二
十
一
日
に
羽
柴

秀
吉
と
柴
田
勝
家
（
一
五
二
二
〜
八
三
）
が
賤
ヶ
岳
付
近
に
お
い
て
、
信
長
の
後
継

者
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
戦
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
賤
ヶ
岳
合
戦
。

（
34
）　

賤
ヶ
岳
合
戦
後
、
秀
吉
は
四
月
二
十
四
日
に
越
前
国
北
の
庄
（
現
在
の
福
井
市
）

に
戻
っ
た
柴
田
勝
家
を
攻
め
落
と
し
た
の
ち
、
同
月
二
十
七
日
に
加
賀
国
金
沢
（
現

在
の
石
川
県
金
沢
市
）
に
入
っ
た
。

（
35
）　

現
在
の
岐
阜
県
岐
阜
市
。
城
主
は
織
田
信
長
の
次
男
織
田
信
雄
（
一
五
五
八
〜

一
六
三
〇
）。

（
36
）　

天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
の
小
牧
・
長
久
手
合
戦
。

（
37
）　

滝
川
一か

ず

益ま
す

（
一
五
二
五
〜
八
六
）。
伊
勢
長
嶋
城
（
現
在
の
三
重
県
桑
名
市
）
の
城

主
。
小
牧
・
長
久
手
合
戦
後
、
出
家
し
て
越
前
で
死
去
し
た
。

（
38
）　

現
在
の
三
重
県
亀
山
市
川
崎
町
。
佐
治
新
助
が
守
っ
て
い
た
の
は
亀
山
城
（
亀
山

市
本
丸
町
）
と
す
る
説
が
あ
る
。

（
39
）　

徳
川
家
康
（
一
五
四
二
〜
一
六
一
六
）。
江
戸
幕
府
初
代
将
軍
。
小
牧
・
長
久
手
合

戦
で
は
、
織
田
信
雄
と
組
み
、
羽
柴
秀
吉
と
戦
う
が
、
勝
敗
決
せ
ず
和
睦
し
た
。

（
40
）　

現
在
の
愛
知
県
小
牧
市
。
家
康
の
本
陣
が
置
か
れ
た
。

（
41
）　

現
在
の
和
歌
山
県
岩
出
市
根
来
に
あ
る
新
義
真
言
宗
の
総
本
山
。
こ
の
時
、
秀
吉

の
本
拠
で
あ
る
大
坂
攻
め
を
企
図
し
て
い
た
。
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（
42
）　

現
在
の
和
歌
山
県
岸
和
田
市
岸
城
町
。

（
43
）　

中
村
一か

ず

氏う
じ

（
？
〜
一
六
〇
〇
）。
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
岸
和
田
城
主
と
な

る
。
同
十
三
年
に
近
江
水
口
城
に
移
さ
れ
、
秀
吉
の
関
白
任
官
に
際
し
、
従
五
位
下
・

式
部
少
輔
に
叙
任
さ
れ
た
（
『
織
田
信
長
家
臣
人
名
辞
典
』
）。

（
44
）　

蜂
須
賀
家
政
（
一
五
五
八
〜
一
六
三
八
）。
こ
の
時
の
活
躍
に
よ
り
、
戦
後
、
播
磨

国
佐
用
郡
内
で
三
千
石
を
加
増
、
同
十
三
年
に
は
阿
波
国
十
七
万
三
千
石
を
与
え
ら

れ
、
徳
島
城
（
現
在
の
徳
島
市
徳
島
町
）
に
居
城
を
お
く
。
同
十
四
年
正
月
二
日
に

従
五
位
下
・
阿
波
守
に
叙
任
さ
れ
る
（
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
三
六
一
）。

（
45
）　

播
磨
国
龍
野
城
の
城
主
赤
松
下
野
守
政
秀
は
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
に
没
し
て

お
り
、
不
詳
。
註
（
１
）
参
照
。

（
46
）　

明
石
則
実
（
？
〜
一
五
九
五
）。
黒
田
孝
高
の
従
弟
。

（
47
）　

生
駒
親
正
（
一
五
二
六
〜
一
六
〇
三
）。
通
称
甚
助
、
市
左
衛
門
。
諱
は
複
数
あ
る
。

天
正
十
三
年
に
秀
吉
の
関
白
就
任
に
際
し
て
従
五
位
下
・
雅
楽
頭
に
叙
任
さ
れ
、
天

正
十
五
年
に
讃
岐
国
十
七
万
石
（
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
巻
一
四
二
九
）。

（
48
）　

栗
山
家
の
家
臣
か
。

（
49
）　

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
六
月
よ
り
四
国
出
兵
。

（
50
）　

「
江
藤
本
」
本
文
に
は
、「
官
兵
衛
殿
被
仰
候
は
、
又
右
衛
門
き
ん
ち
や
う
に
大
事

の
状
有
、
そ
れ
を
取
候
様
に
と
御
申
に
付
、
取
候
て
官
兵
衛
殿
え
進
之
候
」
と
あ
る
。

（
51
）　

現
在
の
兵
庫
県
明
石
市
。

（
52
）　

こ
の
間
に
秀
吉
が
淡
路
に
渡
海
し
た
記
録
は
確
認
で
き
な
い
。
四
国
出
兵
は
、
七

月
二
十
五
日
に
長
宗
我
部
元
親
と
の
和
議
が
成
立
し
た
。

（
53
）　

鈴
木
重
秀
。
雑
賀
孫
市
と
も
。

（
54
）　

生
駒
正
信
（
？
〜
一
六
一
五
）。
生
駒
一
正
（
注
47
生
駒
親
正
の
子
）
の
子
。
豊
臣

秀
頼
に
仕
え
、
大
坂
夏
の
陣
後
に
切
腹
。

（
55
）　

不
詳
。

（
56
）　

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
七
月
よ
り
九
州
出
兵
開
始
。

（
57
）　

香か

春わ
ら

岳
。
現
在
の
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
。
城
主
は
高
橋
元
種
。
十
二
月
に
落
城
。

（
58
）　

現
在
の
福
岡
県
築
上
郡
築
上
町
。
城
主
は
賀
久
氏
。
十
一
月
七
日
に
落
城
。

（
59
）　

宮
部
継
潤
（
一
五
二
八
？
〜
九
九
）。
は
じ
め
比
叡
山
僧
侶
で
あ
っ
た
が
、
浅
井
長

政
の
家
臣
と
な
り
、
の
ち
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
た
。
九
州
の
陣
で
は
、
島

津
か
ら
奪
っ
た
日
向
国
高
城
（
現
在
の
宮
崎
県
児
湯
郡
木
城
町
）
を
守
り
、
反
撃
す

る
島
津
家
久
を
撃
破
し
た
。

（
60
）　

耳
川
は
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
か
ら
宮
崎
平
野
を
経
て
宮
崎
灘
に
流
れ
る
川
。

（
61
）　

島
津
攻
め
か
ら
筑
前
国
筥
崎
（
現
在
の
福
岡
市
東
区
箱
崎
）
に
到
着
し
た
秀
吉
は

九
州
国
割
り
を
進
め
、
天
正
十
五
年
七
月
三
日
付
で
孝
高
は
豊
前
六
郡
（
京み

や

こ都
・
築

城
・
中
津
・
上こ

う

げ毛
・
下し

も

げ毛
・
宇
佐
）
を
拝
領
し
た
。

（
62
）　

「
卜
菴
記
」「
江
藤
本
」
本
文
で
は
、「
野
中
兵
庫
佐
鎮
兼
」
と
す
る
。『
黒
田
家
譜
』

に
は
、「
野
中
左
京
大
夫
、
其
弟
兵
庫
助
は
、
是
も
豊
前
の
国
士
に
て
、
い
つ
れ
よ
り

も
領
地
広
く
、
殊
に
勇
気
人
に
す
く
れ
た
る
者
な
り
し
か
、
兵
を
多
く
あ
つ
め
、
左

京
は
下
毛
郡
津
民
村
の
長
岩
の
城
に
籠
り
、
兵
庫
ハ
上
毛
郡
友
枝
村
雁
股
が
嶽
に
立

籠
る
。
両
城
共
に
堅
固
な
る
要
害
な
り
」
と
あ
る
。

（
63
）　

現
在
の
大
分
県
築
城
郡
上
毛
町
西
友
枝
。

（
64
）　

現
在
の
大
分
県
中
津
市
津
民
。「
卜
菴
記
」「
江
藤
本
」
本
文
で
は
「
津
民
の
城
」

と
あ
る
。
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（
65
）　

大
畑
城
と
も
。
現
在
の
大
分
県
中
津
市
加
来
。
城
主
は
賀
来
統
直
。

（
66
）　

田
丸
城
と
も
。
現
在
の
大
分
県
中
津
市
福
島
。
城
主
は
福
島
鎮
充
。

（
67
）　

現
在
の
大
分
県
中
津
市
犬
丸
。
城
主
は
犬
丸
清
俊
。

（
68
）　

天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
三
月
一
日
に
秀
吉
は
朝
鮮
出
兵
の
陣
立
を
命
じ
、
長

政
は
三
番
五
千
人
を
も
っ
て
出
兵
を
命
じ
ら
れ
た
。

（
69
）　

黄
海
道
。「
利
安
記
」
に
は
、「
文
禄
元
年
六
月
三
日
」
の
注
記
が
あ
る
。

（
70
）　

惣
右
衛
門
の
誤
り
か
。
黒
田
直
之
（
一
五
六
四
〜
一
六
〇
九
）。
図
書
助
。
黒
田
職

隆
四
男
、
孝
高
の
異
母
弟
。
筑
前
入
国
後
は
、
一
万
二
千
石
。
夜
須
郡
秋
月
（
現
在

の
福
岡
県
朝
倉
郡
野
鳥
）
を
領
し
た
。
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
。

（
71
）　

母
里
友
信
（
一
五
五
六
〜
一
六
一
五
）。
播
磨
国
出
身
。
太
兵
衛
。
但
馬
守
。
筑
前

入
国
後
は
、
一
万
八
千
石
。
鞍
手
郡
鷹
取
城
（
現
在
の
福
岡
県
直
方
市
永
満
寺
）
を

預
か
る
。
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
。

（
72
）　

後
藤
基
次
（
一
五
六
〇
〜
一
六
一
五
）。
播
磨
国
出
身
。
弥
太
郎
。
隠
岐
守
。
筑
前

入
国
後
は
、
一
万
六
千
石
。
嘉
麻
郡
大
隈
城
（
現
在
の
福
岡
県
嘉
麻
市
中
益
）
を
預

か
る
。
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
黒
田
長
政
と
対
立
し
て
筑
前
国
を
退
去
、
大
坂

冬
の
陣
で
大
坂
城
に
入
り
、
夏
の
陣
で
討
死
。
黒
田
二
十
四
騎
の
一
人
。 

（
73
）　

注
10
参
照
。

（
74
）　

紀
伊
徳
川
頼
宣
（
一
六
〇
二
〜
七
一
）。
徳
川
家
康
十
男
。
紀
伊
徳
川
家
初
代
。

（
75
）　

不
詳
。　

（
76
）　

慶
尚
道
金
海
城
。 

（
77
）　

宮
崎
安
尚
。
大
譜
代
。
織
部
。
筑
前
入
国
後
は
、
二
千
六
百
石
。

（
78
）　

慶
尚
道
晋
州
城
。

（
79
）　

加
藤
清
正
（
一
五
六
二
〜
一
六
一
一
）。
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
従
五
位
下
・

主
計
頭
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
に
従
四
位
下
・
肥
後
守
に
昇
進
。
蔚
山
城
の
攻

撃
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
十
二
月
二
十
二
日
未
明
よ
り
開
始
。

（
80
）　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）。

（
81
）　

豊
臣
秀
頼
（
一
五
九
三
〜
一
六
一
五
）。
豊
臣
秀
吉
の
次
男
。
慶
長
四
年
正
月
に
伏

見
城
よ
り
大
坂
城
に
移
っ
た
。

（
82
）　

東
條
行
長
（
一
五
四
四
〜
一
六
〇
八
）。
の
ち
民
部
卿
法
印
。

（
83
）　

徳
川
家
康
養
女
栄
（
実
は
姪
、
保
科
正
直
の
娘
）。
慶
長
五
年
六
月
、
長
政
は
蜂
須

賀
正
勝
の
娘
を
離
縁
し
て
、
婚
姻
し
た
。

（
84
）　

注
77
参
照
。 

（
85
）　

斎
藤
定
時
。
性
安
。
信
濃
高
遠
城
主
保
科
正
直
の
娘
栄
が
徳
川
家
康
の
養
女
と
し

て
嫁
し
た
際
に
付
人
と
な
り
、
の
ち
黒
田
家
に
仕
え
て
五
百
石
。

（
86
）　

大
友
義
統
（
一
五
五
八
〜
一
六
〇
五
）。
大
友
宗
麟
の
子
。
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）

朝
鮮
出
兵
の
失
敗
に
よ
り
改
易
さ
れ
、
毛
利
輝
元
に
預
け
ら
れ
る
。

（
87
）　

現
在
の
大
分
県
別
府
市
。
九
月
十
三
日
に
石
垣
原
の
合
戦
。
十
五
日
に
義
統
は
降
参
。

（
88
）　

現
在
の
大
分
県
国
東
市
安
岐
町
。

（
89
）　

こ
の
の
ち
、
如
水
は
香
春
岳
城
攻
略
に
向
か
い
、
小
倉
城
を
落
し
た
の
ち
、
秋
月
、

久
留
米
、
柳
川
、
熊
本
、
宇
土
、
水
俣
ま
で
兵
を
進
め
る
。
一
方
、
栗
山
た
ち
は
別

動
隊
と
し
て
豊
後
国
日
隈
城
（
日
田
）、
角
牟
礼
城
（
玖
珠
）
の
攻
略
に
向
か
う
。 

（
90
）　

毛
利
高
政
（
一
五
五
九
〜
一
六
二
八
）。
豊
後
国
。
日
隈
城
（
現
在
の
大
分
県
日
田

市
亀
山
町
）
主
。

（
91
）　

関
ヶ
原
合
戦
後
の
論
功
行
賞
に
よ
り
、
長
政
に
筑
前
一
国
が
与
え
ら
れ
た
。
孝
高
・
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長
政
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
十
二
月
七
日
に
博
多
に
到
着
し
た
。

（
92
）　

現
在
の
福
岡
市
東
区
名
島
。
九
州
国
割
り
後
に
筑
前
国
主
と
な
っ
た
小
早
川
隆
景

が
築
城
。
黒
田
氏
の
入
部
後
、
福
岡
城
の
築
城
に
よ
り
廃
城
と
な
る
。

（
93
）　

現
在
の
福
岡
県
朝
倉
市
杷
木
志
波
。
六
端
城
の
一
つ
。

（
94
）　

筑
前
・
筑
後
・
豊
後
の
三
か
国
。

（
95
）　

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
二
十
日
、
伏
見
で
没
し
た
。
享
年
五
十
九
。
諡
は
、

龍
光
院
殿
如
水
円
清
。

（
96
）　

朱
漆
塗
合
子
形
兜
。
栗
山
利
安
の
家
督
を
継
い
だ
栗
山
利
章
が
「
黒
田
騒
動
」
を

引
き
起
こ
し
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
盛
岡
南
部
家
に
お
預
け
に
な
る
と
、
南

部
家
に
献
上
さ
れ
た
。
現
在
は
、
盛
岡
市
歴
史
文
化
館
保
管
。

（
97
）　

「
ト
菴
記
」
巻
末
に
は
、「
一
、
官
兵
衛
殿
お（

追

鳥

）

ゐ
と
り
狩
被
遊
候
時
、
上
下
五
百
人

候
つ
る
が
、
狐
出
申
候
を
打
殺
候
へ
と
の
御
意
に
て
、
追
か
け
候
へ
共
、
追
付
不
申
、

其
方
も
追
見
候
へ
と
御
申
候
間
、
若
き
時
の
事
な
れ
ば
、
し
や
う
ぶ
革
の
た
ち
さ
け

着
な
が
ら
追
付
、
二
尺
八
寸
の
長
光
の
刀
に
て
抜
打
に
し
候
へ
ば
、
狐
二
つ
に
成
、

こ
ろ
び
候
由
御
咄
に
て
御
座
候
」
と
あ
り
、「
江
藤
本
」
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
98
）　

慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）
大
坂
冬
の
陣
。

（
99
）　

黒
田
忠
之
（
一
六
〇
二
〜
一
六
五
四
）。
黒
田
長
政
の
長
男
。
福
岡
藩
二
代
藩
主
。

（
100
）　

徳
川
家
康
。

（
101
）　

徳
川
秀
忠
（
一
五
七
九
〜
一
六
三
二
）。
徳
川
幕
府
二
代
将
軍
。


